
新型コロナウイルス感染症に関する対応 

１ 以下の場合はリーグ戦を延期する。 
（１） リーグ戦参加者に陽性者が確認された場合。（期間は２週間とする） 

（陽性が確認された場合は事務局に連絡をお願いします。） 
（２） 岩⼿県にまん延防⽌措置法や緊急事態宣⾔が出た場合。（当該期間） 
（３） 知事や⾃治体の⾧からスポーツへの⾃粛要請があった場合。（当該期間）

※アイスリンク閉鎖の場合を含む 

２ 以下の症状等がある場合は試合に参加できない。 
  ・平熱を超える発熱 （おおむね３７度５分以上） 

・咳 （せき） 、のどの痛みなど⾵邪の症状 
・だるさ （倦怠感） 、息苦しさ （呼吸困難）  
・嗅覚や味覚の異常 
・体が重く感じる、疲れやすい等の体調変化 
・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触 
・同居家族や⾝近な知⼈に感染が疑われる⽅がいる場合 
・過去１4 ⽇以内に政府から⼊国制限、⼊国後の観察機関を必要とされている国、地域等への渡

航⼜は当該在住者との濃厚接触がある場合 
・10 ⽇以内にまん延防⽌措置法や緊急事態宣⾔下の地域に⾏った場合。 

３ 試合中の対応 
 ・リンク内ではスイープとデリバリー時以外は原則マスクを着⽤すること 
  （眼鏡使⽤者の場合眼鏡が曇り、マスク着⽤だとかえってけがのリスクがあること、本リーグで

は下記のとおりシングルスイープとしていることから、スイープとデリバリー時に限り外して
プレー可とします。なお、この規定はリーグ途中で改定することがある。） 

・⼗分な距離の確保 （デリバリー・スイープ中及び作戦タイム以外の選⼿間） 
・カーリング競技に関わらず、競技をしていない間も含め、感染予防の観点から、周囲の⼈となる

べく距離を空けること（介助者や誘導者の必要な場合は除く） 
 ・スイーピングは、ストーンに対してシングルスイープとする。（２⼈では⾏わないこと） 
 ・マスクをしていない場合には、⼗分な距離を開けるよう特に留意をする必要がある 

（※）感染予防の観点からは、少なくとも２ｍの距離を空けることが適当である 
 ・カーリング特有のデリバリー・スウィーピング・作戦の指⽰においては、前の⼈の呼気の影響を

避けるため選⼿同⼠の距離を保つ位置を配慮すること。 
・スウィーピングは短時間の密接な作業動作と考え、終了後の選⼿同⼠の距離を取り、向かい会わ

ずに話すよう留意すること。 
・作戦の指⽰（掛け声）は周りの競技者に配慮し⼗分な距離を空けることに留意すること。 

 ・タオルの共⽤はしないこと。 
 ・競技者個⼈のゴミ等（⿐ティッシュ）は施設内のゴミ箱に投棄せず個々でダスト袋などを⽤意し

持って帰ること。また、ペットボトル等の飲み残しは個⼈で処理し適切なボックスに投棄するこ
と。 

４ その他 
 ・14 ⽇間以内に飲⾷店で複数⼈（８名以上）での会⾷をした⽅は参加を控えることが望ましい。 


